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本会議に職務
のため出席し
た者の職氏名 

事 務 局 長 袴 田 光 雄 事 務 局 次 長 小 向 正 志 

臨 時 職 員 坂井田 五 月   

町 長 提 出 

議 案 の 題 目 

１ 報告第18号 字の区域及び名称の変更についての一部変更することの専決処分の

承認を求めることについて 

２ 報告第19号 平成２５年度おいらせ町一般会計補正予算の専決処分の承認を求め

ることについて 

３ 報告第20号 平成２５年度おいらせ町公共下水道事業特別会計補正予算の専決処

分の承認を求めることについて 

４ 報告第21号 平成２５年度おいらせ町一般会計補正予算の専決処分の承認を求め

ることについて 

５ 報告第22号 平成２５年度おいらせ町公共下水道事業特別会計補正予算の専決処

分の承認を求めることについて 

６ 議案第73号 おいらせ町地域の元気再生定住促進条例の制定について 

７ 議案第74号 おいらせ町税外諸収入金、督促手数料及び延滞金徴収条例の全部を

改正する条例について 

８ 議案第75号 地方税法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関す

る条例の制定について 

９ 議案第76号 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改

正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定につい

て 

10 議案第77号 おいらせ町土地開発基金条例を廃止する条例について 

11 議案第78号 青森県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体数の増加及び青

森県市町村総合事務組合規約の変更について 

12 議案第79号 平成２５年度おいらせ町一般会計補正予算について 

13 議案第80号 平成２５年度おいらせ町公共下水道事業特別会計補正予算について 

14 議案第81号 平成２５年度おいらせ町農業集落排水事業特別会計補正予算につい

て 

15 議案第82号 平成２５年度おいらせ町介護保険特別会計補正予算について 

16 議案第83号 平成２５年度おいらせ町公共用地取得事業特別会計補正予算につい

て 
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議 員 提 出 

議 案 の 題 目 

 

 

 

 

 

開 議 午前１０時０６分 

議 事 日 程 議長は、本日の議事日程を次のとおり報告した。（別添付） 

会 議 録 署 名 

議 員 の 指 名 

議長は、会議録署名議員に次の２名を指名した。 

１１番   立 花 國 雄 議員 

 

１２番   柏 﨑 利 信 議員 

 

議  案  の  経  過 

日 程 発 言 者 発 言 者 の 要 旨 

  

事務局長 

（袴田光雄君） 

 

 おはようございます。 

 修礼を行いますので、ご起立願います。 

 礼。ご着席ください。 

 

会 議 成 立 

開 会 宣 言 

 

佐々木議長  おはようございます。 

 ただいまの出席議員数は１６人です。定足数に達しておりま

すので、これより平成２５年第４回おいらせ町議会定例会を開

会いたします。 

 

  （開会時刻 午前１０時０６分） 

 

開議宣告 佐々木議長  直ちに本日の会議を開きます。 

 

議事日程報告 佐々木議長  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 

会議録署名議

員の指名 

佐々木議長  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本定例会の会議録署名議員は、１１番、立花國雄議員及び１２

番、柏﨑利信議員を指名いたします。 
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会期議題 佐々木議長  日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 会期決定の前に、議会運営委員長の報告を求めます。 

 委員長、演壇にてお願いいたします。 

 

委員長報告 １４番 

（松林義光君） 

 議会運営委員会委員長報告をいたします。 

 去る１１月１９日告示、本日招集されました平成２５年第４回

おいらせ町議会定例会の会期等について、先般、１１月２９日

午前１０時から議会運営委員会を開催し、審査した結果、本定例

会の会期は、別紙配付の「会期及び審議予定表」のとおり、本日

１２月５日から１２月１０日までの６日間とすることに決定い

たしました。 

 本日５日木曜日は、議案等の一括上程、６日金曜日、７日土曜

日、８日日曜日は議案熟考のため休会、９日月曜日は一般質問、

１０日火曜日は議案審議。 

 以上のとおり進行してまいりたいと思いますので、何とぞ議員

各位のご理解とご協力を賜り、当委員会の決定にご賛同ください

ますようお願い申し上げまして、委員長報告といたします。 

 

 佐々木議長  議会運営委員長の報告が終わりました。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、議会運営委員長の報告のとおり、本日１２

月５日から１２月１０日までの６日間といたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 佐々木議長  異議なしと認めます。 

 よって、本定例会の会期は、本日１２月５日から１２月１０日

までの６日間とすることに決しました。 

 

諸般の報告 佐々木議長  日程第３、諸般の報告をいたします。 

 議長としての報告事項は、印刷をしてお手元に配付していると

おりです。ご了承ください。 

 次に、本日までに受理いたしました陳情書等につきましては、

別紙配付の請願、陳情文書表のとおりです。 

 先般、このことについて議会運営委員会において審査した結
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果、陳情第６号については産業民生常任委員会に付託することに

いたしましたので、ご了承願います。 

 また、損害賠償の額の決定について、地方自治法第１８０条第

１項及びおいらせ町長の専決処分できる軽易な事項の指定につ

いて第１号の規定により、町長から１件について専決処分をした

旨の報告がありましたので、その報告書の写しを配付し、ご報告

しておきます。 

 なお、この際、質問を受けます。 

 質問ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 佐々木議長  なしと認めます。 

 なお、本定例会の会期中は、町当局の協力を得て広報写真の撮

影をしてもらうため、担当係員の議場内出入りをすることの許可

を与えておりますので、各議員にご報告しておきます。 

 

 佐々木議長  日程第４、議案の一括上程について。 

 報告第１８号から第２２号まで及び議案第７３号から第８３

号までの、以上１６件を一括上程いたします。 

 町長から提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

 

提案理由の 

説明 

町長 

（成田 隆君） 

 おはようございます。 

 議員各位には、何かとご多用のところをご出席いただきまし

て、まことにありがとうございます。 

 それでは、本定例会に提案いたしました議案の提案理由をご説

明申し上げます。 

 初めに、報告第１８号、字の区域及び名称の変更についての一

部を変更することの専決処分の承認を求めることについてご説

明申し上げます。 

 本件は、さきの第３回定例会において議決いただきました議案

第６１号、字の区域及び名称の変更について、当該議案の変更調

書中に一部地番表記の誤りがあったため、地方自治法第１７９条

第１項の規定に基づき、内容の修正について、去る１１月１１日

付で専決処分したものであります。 

 次に、報告第１９号、平成２５年度おいらせ町一般会計補正予
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算及び報告第２０号、平成２５年度おいらせ町公共下水道事業特

別会計補正予算の専決処分の承認を求めることについて、あわせ

てご説明申し上げます。 

 本件は、去る９月１６日、当町に最接近した台風１８号の災害

対策業務及び災害復旧工事等について、所要の経費を追加補正

し、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、同日付で専決

処分したものであります。 

 次に、報告第２１号、平成２５年度おいらせ町一般会計補正予

算及び報告第２２号、平成２５年度おいらせ町公共下水道事業特

別会計補正予算の専決処分の承認を求めることについて、あわせ

てご説明申し上げます。 

 本案は、去る１０月１６日、当町に最接近した台風２６号の災

害対策業務として、事前準備を含めた所要の経費を追加補正し、

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、１０月１５日付で

専決処分したものであります。 

 次に、議案第７３号、おいらせ町地域の元気再生定住促進条例

の制定について、ご説明申し上げます。 

 本案は、当町内において小学校児童数が著しく減少し、かつ高

齢化が進行する地域に住宅を新築し、もしくは購入または戸建て

住宅を賃借することにより定住する子育て世帯等に対し「地域の

元気再生定住促進助成金」を交付することにより、児童数及び人

口の減少を抑止するとともに、本町の均衡ある発展を図り、もっ

て豊かで活力に満ちた地域づくりを推進するため提案するもの

であります。 

 次に、議案第７４号、おいらせ町税外諸収入金督促手数料及び

延滞金徴収条例の全部を改正する条例について、ご説明申し上げ

ます。 

 本案は、「地方税法の一部を改正する法律」が平成２６年１月

１日に施行され、町税延滞金の率が変わることに伴い、延滞金に

ついて、町税に準じた率を適用している本条例について、所要の

改正を行うため、提案するものであります。 

 次に、議案第７５号、地方税法の一部を改正する法律の施行に

伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、ご説明申し上

げます。 

 本案は、議案第７４号と同じく、地方税法の改正に伴うもので
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あり、個別に延滞金に係る規定を設けている７条例について、一

括して所要の改正を行うため、提案するものであります。 

 次に、議案第７６号、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の

整理に関する条例に制定について、ご説明申し上げます。 

 本案は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法

律の一部を改正する法律が、平成２６年１月３日に施行され、法

律の名称変更とともに、保護の対象が拡大されることに伴い、関

係条例について所要の改正を行うため、提案するものでありま

す。 

 次に、議案第７７号、おいらせ町土地開発基金条例を廃止する

条例について、ご説明申し上げます。 

 本案は、来年３月２５日をもって、おいらせ町土地開発基金を

廃止するため、地方自治法第２４１条第８項の規定に基づき、提

案するものであります。 

 次に、議案第７８号、青森県市町村総合事務組合を組織する地

方公共団体数の増加及び青森県市町村総合事務組合規約の変更

について、ご説明申し上げます。 

 本案は、青森県市町村総合事務組合に、弘前地区消防事務組合

を構成団体として加入させることについて、同組合を組織する地

方公共団体数の増加及び組合規約の変更について関係団体と協

議する必要があるため、地方自治法第２８６条第１項及び同法第

２９０条の規定に基づき、提案するものであります。 

 次に、議案第７９号、平成２５年度おいらせ町一般会計補正予

算について、ご説明申し上げます。 

 本案は、既定予算の総額に、歳入歳出それぞれ１億６，６６１

万５，０００円を追加し、予算の総額を、歳入歳出それぞれ１０

２億５４０万４，０００円とするものであります。 

 歳出の主なものは、総務費では、後年度の公共施設整備等の際

に、取り崩して使用するため、県の核燃料物質等取扱税交付金を

財源として、公共施設整備基金積立金を、また、国道４５号神明

前地区拡幅に伴い支障となる公共サインの移設工事費を計上い

たしました。 

 民生費では、障がい者・障がい児福祉費の各給付費及び保育所

運営費を、今年度上半期の給付実績による伸び率等を勘案し、追
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加計上いたしました。 

 衛生費では、資源集団回収事業奨励金を追加計上いたしまし

た。 

 土木費では、町道維持補修工事費、町道整備工事費を追加した

ほか、向川原地区の浸水対策事業用地を取得するため、土地購入

費を計上いたしました。 

 消防費では、防災マップ作成委託料を計上いたしました。 

 教育費では、木ノ下小学校第２体育館整備により、周辺でテレ

ビ電波に障害が発生したことから、その対策工事費を計上いたし

ました。 

 災害復旧費では、１０月１６日、当町に最接近した台風２６号

の影響で、西後谷地地区の農地に被害があったことから、その災

害復旧工事費を計上いたしました。 

 次に、歳入の主なものは、震災復興特別交付税、電源立地地域

対策交付金、県核燃料物質等取扱交付金のほか、歳出と連動しま

す国庫支出金、県支出金を追加し、財政調整基金及び土地開発基

金からの繰入金を計上いたしました。 

 次に、議案第８０号、平成２５年度おいらせ町公共下水道事業

特別会計補正予算についてご説明申し上げます。 

 本案は、既定予算の総額に歳入歳出それぞれ９２６万４，００

０円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ１０億６，０７５

万４，０００円とするものであります。 

 その主な内容は、歳出では、消費税の増額に伴う公課費と下水

道整備工事費を計上し、歳入では、以下からの繰入金を計上いた

しました。 

 次に、議案第８１号、平成２５年度おいらせ町農業集落排水事

業特別会計補正予算について、ご説明申し上げます。 

 本案は、既定予算の総額に、歳入歳出それぞれ４９万７，００

０円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ１億１，６１５万

３，０００円とするものであります。 

 その内容は、歳出では、農業集落排水処理施設等の電気料金を

計上し、歳入では、一般会計からの繰入金を計上いたしました。 

 次に、議案第８２号、平成２５年度おいらせ町介護保険特別会

計補正予算について、ご説明申し上げます。 

 本案は、既定予算の総額に歳入歳出それぞれ１億５，６９７万
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４，０００円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ２０億３，

３１４万２，０００円とするものであります。 

 その主な内容は、歳出では、介護保険給付者の増による保険給

付費を計上し、歳入では、保健料の増額と、国庫支出金等につい

ては、法で定められたそれぞれの負担割合に応じて増額し、不足

額いついては、財政安定化基金貸付金を追加計上いたしました。 

 また、第２表地方債につきましては、限度額、起債の方法及び

償還の方法を定めるものであります。 

 次に、議案第８３号、平成２５年度おいらせ町公共用地取得事

業特別会計補正予算について、ご説明申し上げます。 

 本案は、既定予算の総額に、歳入歳出それぞれ３８１万５，０

００円を追加し、予算の総額を、歳入歳出それぞれ４，５３１万

６，０００円とするものであります。 

 その主な内容は、歳出では、洋光台団地の今年度売却した１区

画に対しての定住促進助成金を計上し、歳入では、一般会計から

の繰入金を計上いたしました。 

 以上、本定例会に提案いたしました議案につきまして、その提

案理由を申し上げましたが、詳細につきましては、審議の過程に

おきまして、本職を初め担当課長に説明させますので、何とぞ慎

重にご審議の上、議決いただきますようお願い申し上げます。 

 

 佐々木議長  以上で、提案理由の説明が終わりました。 

 

 佐々木議長  日程第５、行政報告の申し入れがありましたので、これを許し

ます。 

 当局の説明を求めます。 

 企画財政課長。 

 

行政報告 企画財政課長 

（小向仁生君） 

 それでは、説明いたします。 

 青森県新産業都市建設事業団百石住宅用地造成事業会計に対

する百石工業用地造成事業剰余金の繰り入れについてを報告い

たします。 

 平成２４年度末の負債額が１３億６，１００万円となっている

青森県新産業都市建設事業団百石住宅用地造成事業会計に対し

て、国に報告した経営健全化計画に基づき、本年１２月１８日に、
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現在、事業団の一般事業会計で基金的に積み立ててある百石工業

用地造成事業の剰余金６億４，３００万円の繰り入れについて、

２つの事業の委託元でありますおいらせ町の議会に報告するも

のでございます。 

 お手元の資料をごらんください。 

 まず初めに、１．百石工業用地造成事業の剰余金についてを読

み上げて説明をいたします。 

 一般事業会計の「百石工業用地造成事業」は、旧百石町が青森

県新産業都市建設事業団へ委託し、昭和４６年から４９年までの

４年間で、現在の松原２丁目に約２７．３ヘクタールの工業用地

を取得及び造成をした事業で、造成した土地の販売を完了し、分

譲代金の清算完了をもって生じた剰余金６億４，３００万円であ

ります。 

 次に、２．百石住宅用地造成事業会計の繰り入れについてであ

りますが、百石工業用地造成事業で発生した剰余金は、委託者の

旧百石町に本来返還されるべきものでありましたが、百石工業用

地造成事業会計が閉鎖した後は、事業団の一般事業会計に積み立

てされ、百石住宅用地造成事業会計の資金繰りのため貸し付けを

行っており、その後も貸し付けは継続されて、今日に至っており

ます。 

 一方、百石住宅用地造成事業会計は分譲不振等のため経営が悪

化し、その後に経営健全化計画を策定しましたが、その負債解消

策の１つとして、当該剰余金を、平成２５年度において百石住宅

用地造成事業会計に繰り入れし、固定負債の解消を行うこととし

ておりました。 

 今回の繰り入れは、当該健全化計画で予定していた繰り入れを

実施するものであります。 

 なお、これにより百石住宅用地造成事業の負債合計１３億６，

１００万円が７億１，８００万円と圧縮され、平成３０年度の資

金不足額の解消を目指すものであります。 

 次に、カラーで印刷された剰余金の繰り入れイメージの図でも

って説明をいたします。 

 左端のピンク色で囲まれたところが６億４，３００万円の剰余

金を生み出した百石工業用地造成事業であります。 

 現在は、事業が終了したことから会計も廃止されており、隣り
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の青色で囲まれた事業団の一般事業会計が基金的取り扱いで管

理しております。 

 しかし、基金にあるべきお金は、緑色で囲まれた百石住宅用地

造成事業会計に、上の点線のとおり無利子で長期貸付されており

ます。借り受けた緑色の百石住宅用地造成事業会計は、自分の借

金返済のために利息が発生する銀行からの一時借り入れをせず、

この借りた６億４，３００万円をもって借金返済に充てておりま

す。 

 今回、冒頭申しました、国に報告してある経営健全化計画に基

づき、平成２５年度正式に百石工業用地造成事業から百石住宅用

地造成事業会計に６億４，３００万円を繰り入れすべきところ、

百石工業用地造成事業に本来あるべきお金がないことから、貸し

た先の百石住宅用地造成事業会計に返済を求めても、既に借金の

返済に使ってしまいお金がない状態であるために、百石住宅用地

造成事業会計は一旦、左端のオレンジ色で囲まれた青森銀行か

ら、①１２月１７日に６億４，３００万円を借りて、②一般事業

会計に返済し、③一般事業会計では、百石工業用地造成事業に一

旦積み立てを行います。そして、次の日、１２月１８日に、④取

り崩して一般事業会計へ繰り入れし、さらに⑤一般事業会計は百

石住宅用地造成事業会計へ繰り入れし、もって⑥当初、青森銀行

から借り入れをした百石住宅用地造成事業会計は、２日分の利息

６万７７６円と合わせて、６億４，３０６万７７６円を返済する

ことになります。 

 このことで、正式に百石工業用地造成事業で生じた剰余金６億

４，３００万円が百石住宅用地造成事業に繰り入れられ、名実と

もに、百石住宅用地造成事業会計の固定負債６億４，３００万円

が帳簿上、解消されるものであります。 

 なお、現在の負債額が１３億６，１００万円から６億４，３０

０万円を差し引き、残額７億１，８００万円が負債として残りま

すが、平成２５年度、今年度も含めて、平成３１年度まで町が１

億円を補助し解消することとなります。 

 わかりにくい図を皆様のほうにお見せいたしましたけれども、

要は、今まで工業用地造成事業会計で出た剰余金、これを洋光台

の住宅用地造成事業会計に貸しておりました。それを、一旦、工

業団地の造成事業のほうに戻して、さらにまたさらに正式に貸し



【青森県上北郡おいらせ町議会】 

－１２－ 

付けというか繰り入れ、今までは貸し付けでありましたけれど

も、今度は繰り入れという作業を起こします。そのために、会計

がそれぞれ独立しているものですから、現金を一旦銀行さんから

借りて、それぞれ帳簿上に１回搭載させて、そして、また最後、

銀行に返すというふうな作業をするということであります。 

 以上で説明を終わります。 

 

 佐々木議長  説明が終わりました。 

 この際、質疑を受けます。質疑ございませんか。 

 ３番、平野敏彦議員。 

 

質疑 ３番 

（平野敏彦君） 

 今その資料で説明を受けましたけれども、実際に１３億６，１

００万円、工業用地の造成事業で得た利益で残額を、これは今説

明があった計画どおり進めているというふうなことであります

けれども、現金がないというのは、これはどういうふうな意味か

なと思って、私、青銀から借り入れをしてまた青銀に返すわけで

すけれども、この現金を実際に動かさなくても、会計が違うわけ

ですけれども、それだと書類をちゃんと整備して手続をすること

によって、私は現金を動かさなくてもいいのではないかなという

ふうな気がしますけれども、必ずしもこういうふうな形でなけれ

ば処理できないというふうな根拠はどこにあるんですか。まずこ

れをひとつお聞かせをいただきたいと思います。 

 それから、百石工業用地については、いろいろな形で造成をし

て、企業が張りついて、現在約８００名以上の働く従業員がいる

と聞いております。そういうふうな意味では、この事業について

は非常に町にとっても大きな効果があったのではないか。 

 洋光台の分譲については、いろいろな時期的な部分とか、それ

から、地価の単価の設定の仕方、そういうふうなものが、私はち

ょっと高かったのではないかという思いもありますが、これにつ

いては、これからあと６年間をかけてゼロにしていくというふう

なことで、これも決められた事項でありますので、それはそれで

理解できます。 

 ですから、こういうふうな現金を動かすとかそういう会計間の

やりとり、こういうふうな部分、なぜこういうふうに動かさなけ

ればならないのか。現金を伴わなくても書類的に整理をして報告
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して終えられないのか。 

 これを見ますと、２日間で１．７２５％、６万７７６円、この

金利も、本来、今の金利から言ったらちょっと想定がつかない。

１％以上の金利で借り入れをする。自治体は事業団も特別地方公

共団体となっていますから、そういうふうなちゃんと交渉をして

いるのかどうか、私はちょっと疑問に感じます。 

 この２点、お聞かせいただきたいと思います。 

 

 佐々木議長  答弁願います。 

 企画財政課長。 

 

答弁 企画財政課長 

（小向仁生君） 

 まず１点目の現金を伴わない伝票でのやり取り、操作ができな

かったのかということでありますけれども、先ほど議員おっしゃ

ったように、事業団は特定事業会計でもって成り立っている。そ

ういう観点で、それぞれの会計が委託を受けた事業の会計がそれ

ぞれ独立しているということですから、会計の独立性を考えて、

貸借対照表、それから損益計算書等々の作成に当たって、必ずそ

の数字を記入していかなければならないというふうな作業が出

てきますので、そういう意味で、その現金を動かしてきちっとし

た既成事実をつくったというふうに伺っております。 

 それから、利率の関係に関しては、詳しくはこの利率に関して

は聞いておりません。ただ、考えられることは、青森県の指定金

融機関が青森銀行でありますので、そことの交渉を数回重ねた

と、それは聞いております。 

 ただ、そういう結果でもってこの利率が決定されて、２日間の

借り入れというふうなことになったんだというふうに思います。 

 以上です。 

 

 佐々木議長  ３番。 

 

質疑 ３番 

（平野敏彦君） 

 今の会計、特定事業会計でやるからというふうなことですけれ

ども、例えば、私は町の場合だってそれぞれ目的の特別会計の中

の部分との現金を動かさない伝票で処理しているわけですけれ

ども、これだって結局同じ、その特定事業会計間のやりとりにな

ると思うんですけれども、貸借対照表だって数字を入れればでき



【青森県上北郡おいらせ町議会】 

－１４－ 

るわけですよ。ですからそういうふうな意味では、必ずしもこの

借り入れを起こしてそこにたった２日のところで現金を動かさ

なければならないというふうな根拠が法的にちゃんとあるのか

どうかというのを聞いているわけです。その辺がちょっと貸借対

照表、そこのところの借り入れを起こしたものをそちらのほうに

数字を移動すればできるわけですから。 

 だから、その辺、何のためにこういうふうな手続をしなければ

会計上の根拠がどこにありますかというふうなことでもう１回。 

 それから、県の指定金融機関に青銀がなっているわけです。各

町村の、自治体のを見ても、青銀は指定金融機関６割以上、８割

近い指定金融機関になっているはずですよ。 

 そういうふうなことからいったら、私はこの１．７２５％なん

て利率は、今の低金利のときに考えられないと思います、少なく

とも。こういうふうなものについては、やはり、町で委託してい

るから全てがそちらのほうにお任せするというふうなことでは

なくて、やはり、ただすところはただしておいて、交渉しなけれ

ばだめではないかと。 

 そういうふうなことで、私は高過ぎるのではないかと。何でこ

ういうふうなのを確認しなかったのかもう１回お願いします。 

 

 佐々木議長  答弁を求めます。企画財政課長。 

 

答弁 企画財政課長 

（小向仁生君） 

 第１点目です。会計上の根拠ということになりますと、大変申

しわけございません。私もここではすぐ何々の法律に基づいてと

いうふうなことでのお答えはちょっとできませんので、これにつ

いては後刻、調べてお知らせしたいというふうに思います。 

 それから、利率に関してなんですけれども、この部分につきま

しても、事業団の内部での借り入れ交渉に基づいて決定しており

ますので、そこまでの利率が高いというふうな話は、私どもはし

ませんでした。 

 よって、事業団の借入利率そのものを私ども任せた形でもって

報告を受けたというふうなことであります。 

 

 佐々木議長  ３番いいですか。３番。 
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質疑 ３番 

（平野敏彦君） 

 資料についてはいいとしても、やはり、私は委任をしているか

らもうそちらのほうの部分全てというふうなことでは当たらな

いのではないかと。やはり、いろいろな意味でこちらのほうで出

しているわけですから、やはり、いろんな意味で効率のいい形で

の運用、これだけ１．７２５％だったら、青銀でなくてもどこで

も貸すんじゃないですか。たかが２日というぐらいだったら。も

っと低い利率で貸す金融機関があるかもわかりませんよ。 

 今までの町の借り入れだってそうでしょう。指定金融機関ばっ

かり借りているわけではないでしょう。ＪＡだって借りているわ

けですから。やはり、そういうふうなものがちょっとした２日で

というふうなことで考え方が認識が甘い。私は町として、もっと

低いところでも当たってみれば、２日だったら確実にこの金が還

流するわけですから、もっと貸してくれると思いますよ。そうい

うふうな気配りがちょっと配慮が欠けている。もうお願いしたか

ら自分たちはその結果を待つだけというふうなことであれば、私

は本当に行財政的な部分の配慮が本当にされているのかという

ふうな疑問を感じます。 

 ここのところは、もう１回、いま一度、事業団のほうとも確認

していただきたいと、要望して終わります。 

 

 佐々木議長  ほかにございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 佐々木議長  なしと認め、本件に対する質疑を終わります。 

 これで、行政報告を終わります。 

 

日程終了の 

告知 

佐々木議長  これで、本日の日程は全て終了いたしました。 

 これで、本日の会議を閉じます。 

 

次回日程の 

報告 

佐々木議長  明日６日から８日までの３日間は、議員各位に配付しています

「会期及び審議予定表」のとおり、議案熟考のため休会といたし

ます。 

 来る９日は、午前１０時から本会議を開き、一般質問を行いま

す。 

 

散会宣告 佐々木議長  本日は、これで散会いたします。 
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  （散会時刻 午前１０時４４分） 

 

 事務局長 

（袴田光雄君） 

 修礼を行いますので、ご起立願います。 

 礼。 

   
 


